
診療報酬の基本（その２）
診療報酬は、医療機関の経営に直結する医療行為の価格表になります。
今回は、「診療報酬の基本（その２）」として、DPC制度、看護必要度、病棟機能ごとのトピックスを解説し

ます。 「診療報酬の基本（その１）」と併せて読んでいただければと思います。
2018年、2020年の2回の診療報酬の改定で、今後の看護体制の運用が固まってきました。厚生労働省は、多す

ぎると考えていた7：1 の病床数の削減を目的として、これまでも看護必要度、平均在院日数、 在宅復帰率などの
項目の新設や基準の引き上げなどのハードルを設けていましたが、削減効果はほとんどなく、約90万床の一般病
床数のうち、30万床を越える7：1 の病床数で高止まりしている状況でした。

2018年の改定では、新たに10：1 でも高い点数（急性期一般入院料2・3）を設定し、7：1 からの移行を促しま
した。（ ）これは、看護必要度が7：1 と同様であれば、10：1 でも7：1 とほぼ同じような高い点数を算定
でき、看護師の人数を削減できるため病院経営としては魅力的な側面があります。これまでの、7：1 の削減を目
指した方法が「北風と太陽」でいう北風方式一辺倒だったところへの、はじめての太陽方式と言えます。この太
陽方式は、急激な看護体制の変更を狙ったものではなく、定年退職や、さまざまな理由による離職者などによっ
て7：1 を確保できなくなった（あるいは確保できなくなりそうな）ときに、無理に7：1 を死守せずに10：1 に移行
しても病院経営にダメージを与えない（場合によっては収益的にはプラスになる）ので、数年かけて多くの病院
が移行することが想定されています。

看護必要度については、2018年の改定で看護必要度Iと看護必要度IIの2種類からの選択式となりました。看護必
要度Iは、これまでのように看護師が判定し、看護必要度IIは、DPCデータを活用したものです。DPCでは、支払
いは包括ですが、実際に実施した行為については「EFファイル」という出来高のデータを提出しています。例え
ていえば、お小遣い（診療報酬）をもらう条件として実際に使った小遣い帳（EFファイル）をつけることが義務
となっているイメージです。（ ）

具体的な運用を簡単に解説します。看護必要度のA項目の中に「創傷処置」がありますが、出来高の「処置」に
も「創傷処置」があります。このように、看護必要度のA項目、C項目には（定義に若干違いはありますが）DPC
で提出している実施行為の出来高データ（EFファイル）と重なりあうものが多いので、それを活用したのが、看
護必要度IIになります。この背景には、看護師の働き方改革の1つとして看護師の負担の軽減も狙いとしています。

従来方式の看護必要度IとDPCデータを活用した看護必要度IIでは、どの入院基本料でもDPCデータのほうが4～
5％少ない基準となっています。この差は、各項目の定義が若干異なることと、DPCデータの入力漏れが理由とし
て挙げられています。とくに、処置料の「創傷処置」は抜け漏れの代表として取り上げられています。「創傷処
置」などの、どの病棟でも行われる「処置」については、入力に抜け漏れがないように意識することが必要です。
（ ）

2020年の改定では、許可病床数400床以上の医療機関において、一般病棟入院基本料等においては重症度、医
療・看護必要度IIを用いることが要件となりました。

また、A項目（専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る）及びC項目については、必要度Iにおいて
も、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価となりました。その他、項目自体の見直しもあります。包
括払いだからと油断して、診療行為の記入漏れが多いと、2段階も3段階も低い入院基本料になってしまいますの
で、レセプト電算システム・DPCのEFファイルへの記入漏れをなくすことが大変重要ということを再度意識して
いただければと思います。

知っておきたい医療環境のトピックス Vol.6
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DPCにおけるEFファイルの概念図図2

一般病棟入院基本料（7対1、10対1）の再編・統合のイメージ図1

出典：平成30年度診療報酬改定の概要 医科I（平成30年3月5日）（ 厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000- Hokenkyoku/0000198532.pdf））
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急性期の入院医療における医療・看護の必要性の高い重症な患者を把握する方法の分析に係る概念図図3

急性期の入院医療における医療・看護の必要性の高い重症な患者を把握する手法の分析に係る概念図
出典：中央社会保険医療協議会 総会（第373回）議事次第「入院医療（その7）について」（2017年11月24日）（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000187182.pdf）

Q1:包括払いにはいろいろな種類があるのですか？
A:はい、DPCと療養病棟が、よくモデルとして挙げられますが、地域包括ケア病棟や、回復期リハビリテーショ
ン病棟も、包括される項目が多く、実質は包括病棟と考えてよいと思います。（ ）

出典：平成30年度診療報酬改定の概要 DPC/PDPS（平成30年3月5日）（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000Hokenkyoku/0000197983.pdf）

DPC/PDPSによる算定を行う病棟図4

図4



厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 DPC  PDPS令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603946.pdf

表1 診断群分類点数表の見直し

Q2:DPCとはどんな制度ですか？
A:急性期病棟における診断群ごとの包括払いのことで、約2260の支払いが分類されています。入院期間が長くな
るにつれ、1日の支払額が段階的に減っていくのが特徴です。（ ・ ）そのため、入院期間を短くし
ようとするインセンティブが働きます。

表1

1日当たりの点数の設定方法（概要）図5

出典：平成30年度診療報酬改定の概要 DPC/PDPS（平成30年3月5日）（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000Hokenkyoku/0000197983.pdf）
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Q3:DPCは病院全体の支払い方法ですか？
A:いわゆる急性期病棟の支払い方法であるため、外来や手術室は出来高払いとなります（一部の短期滞在手術な
ども包括払いなど例外もあります）。

Q4:一般病棟とは、どんな病棟ですか？
A:いわゆる急性期の病棟をイメージしていただくとよいです。計画手術などを主体として短期的に入院する病棟
です。2018年の診療報酬改定で10：1 で、高い点数がとれる「急性期一般入院基本料2・3」が新設されました。
（ ）

Q5:看護必要度のIとIIの違いは何ですか？
A:従来どおり、看護師が判断するのが「看護必要度I」、DPCデータを活用して看護必要度に変換して判断するの
が「看護必要度II」です。（ ）

Q6:なぜ看護必要度のIとIIでは基準の数値（％）に差があるのですか？
A:看護必要度とDPCデータの項目が必ずしも完全に一致していないこと、DPCデータのEFファイルへの入力に抜
け漏れがあることなどが指摘されており、全体として4～5％程度、 看護師が実施する「看護必要度I」よりも、
DPCデータを活用する「看護必要度II」が小さくなります。（ ・ ）
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表2

表2

重症度、医療・看護必要度の施設基準の見直し

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 入院医療 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf

表2

Q7:DPCのEFファイルとは何ですか？
A:実際に行った処置などについて、出来高換算したデータとして提出するデータファイルのことです。次回の診療
報酬改定時の基本データとなります。

Q8:DPCでは、支払われるのは包括払いなのに、なぜEFファイルのようなデータを提出するのですか？
A:DPCで現在「包括」で支払われている診療報酬の金額は、前回までの診療報酬の出来高換算での点数を反映して
支払われます。言い換えれば、現在、実際に実施している処置などの実績が、次回の診療報酬改定時の包括の点数
に反映されます。そのために、出来高換算したデータであるEFファイルの提出が義務化されているのです。
（ ）図2

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf


厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 入院医療 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担の軽減図6

Q9:DPCでは、包括されているので、できるだけ処置などを減らしてコストを倹約したほうがよいのでしょう
か？
A:いいえ、一概にそうではありません。必要な処置などはしっかりと実施すべきです。現在実際に実施している
処置などの実績が、次回の診療報酬改定時の包括の点数に反映されます。よって、必要以上にコスト的視点で処
置や検査を減らすことを意識すると、医療の質が低下するだけでなく、倹約した処置などの実績が現在の標準的
な手技とみなされ、次回の診療報酬改定では、診療報酬の包括点数が下がる可能性があります。また、看護必要
度のA項目の該当％にも関係してきます（ ・ ）

Q10:DPCのデータで入力漏れがあるとどうなるのですか？
A:2つの大きな影響があります。DPC病棟で実施し入力した行為を集計したものが、EFファイルです。抜け漏れが
あると、EFファイルに実施した行為が反映されない（やっていないことになる）ため、その影響で、1つは次回の
診療報酬での包括の点数が下がる可能性があること。もう1つは、 看護必要度の点数（％）が下がることです。
よって、DPCのデータ入力の漏れがないように徹底することが大切です。

Q11: 看護必要度は、今後すべてDPCデータに置き換わるのですか？
A:現段階ではわかりません。ただ、働き方改革の視点からも看護職の負担軽減の1つが看護必要度の運用であると
考えられるため、2020年度の診療報酬改定では、許可病床数400床以上の医療機関においては、一般病棟入院基
本料等について、重症度、医療・看護必要度IIを用いることが要件となりました。また、A項目（専門的な治療・
処置のうち薬剤を使用するものに限る）及びC項目については、看護必要度Iにおいても、レセプト電算処理シス
テム用コードを用いた評価をすることとなりました。将来的には看護必要度IIに統一されてもおかしくないと思い
ます。（ ）
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Q12:看護必要度がDPCデータに置き換わるときの注意点は何ですか？
A:意識と知識を出来高算定に切り替えることです。DPCでの経験しかない医師や看護師も多くなってきています。
その場合、ともすると診療報酬の出来高制度自体をよく理解できていないことがあります。まず、出来高のとき
に入力すべき処置などを、研修などで徹底することが重要だと思います。

Q13:いわゆる一般の急性期病棟は、今後基本が10：1 になるのですか？
A:現段階ではわかりません。ただ、病院経営の視点としては、看護必要度が7： 1 とほぼ同じであれば、10：1 で
も、7：1 と、ほぼ同じ金額を算定できるので、人件費の視点だけをみれば魅力的にみえると思います（図１ ）。
また、看護師不足で看護師の確保の課題が日常的かつ恒常的なことも確かです。その観点からもみても、短期的
に変わるのではなく、中長期で7：1 から10：1 に変更する病院は増えるだろうと思います。

Q14:これまで10：1 の看護体制だったところも、 「急性期一般入院基本料2・3」の高い点数をとれますか？
A:いいえ、新たにできた10：1 の高い点数である、 「急性期一般入院基本料2」と「急性期一般入院基本料3」は、
7： 1 からの変更しか認められていません。よって、これまで10：1 の看護体制のところからは、高い点数への移
行はできません。

Q15:2020年の改定で変更になった看護必要度のポイントは何ですか？
A:A項目については、項目の見直し、B項目については、「患者の状態」と「介助の実施」に分けての評価に変更、
C項目は日数の見直しが、ポイントになります。
また、許可病床数400床以上の医療機関において、一般病棟入院基本料等については、重症度、医療・看護必要度
IIを用いることが要件となりました。看護必要度Iにおいても、A項目（専門的な治療・処置のうち薬剤を使用する
ものに限る）及びC項目については、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価となりました。
（ ・ ・ ）

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 入院医療 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf

急性期入院医療の適切な評価の推進（概要）図7
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Q15:地域包括ケア病棟とはどんな病棟ですか？
A:大きく3つの役割があります。①急性期からの受け入れ、②緊急時の受け入れ、③在宅・生活復帰支援です。医
療機能の橋渡し、医療機関と在宅との橋渡しとして、これからとくに重要な役割が期待されている病棟です。基
本 は13：1 の看護体制です。2020年の改定においても多くの変更があります。
（ ・ ・ ・ ）

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 入院医療 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf

重症度、医療・看護必要度の評価項目の見直し図8

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 入院医療 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（概要）図9
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地域包括ケア棟入院料・入院医療管理料の施設基準

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 入院医療 令和2年3月5日
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地域包括ケア病棟入院料に係る見直し（概要）
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地域包括ケア病棟入院料の施設基準の見直し

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 診療報酬改定の概要 入院医療 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691039.pdf

図12

Q15:地域包括ケア病棟は出来高払いですか？包括払いですか？
A:出来高払いに分類されていますが、実質は包括されている項目が多いので、意識としては包括払いと認識する
ほうがよいと思います。 特に2020年に改定では、自院のDPC病棟から転棟・転室した場合は、継続して
DPC/PDPSで算定することになったので、ご注意ください。（ ・ ）図13図4
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地域包括ケア病棟の転棟時の算定方法の見直し図13

Q16:回復期リハビリテーション病棟とは、どんな病棟ですか？
A:文字どおりリハビリを主体とした病棟であり、今後大きく増えることが想定されます。 基本は15：1の病棟です。
2020年の改定においても多くの変更があります。（ ・ ・ ・ ・ ）

Q17:回復期リハビリテーション病棟は出来高払いですか？ 包括払いですか？
A:出来高払いに分類されていますが、実質は包括されている項目が多いので、意識としては包括払いと認識する
ほうがよいと思います。（ ）
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回復期リハビリテーション病棟入院料に係る見直し図14
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回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等について
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回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の見直し
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回復期のリハビリテーション病棟における入院患者に係る要件の見直し
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図17

Q18:療養病棟とは、どんな病棟ですか？
A:病状は安定しているが入院が必要な患者の病棟です。基本は20：1 の看護体制です 。ADL区分が3段階、医療区
分が3段階の9つのマトリックスで診療報酬が決まります。全国的には2025年に向けて7万床程度の削減が見込ま
れています。2020年の改定においては、中心静脈カテーテルの管理が要件化されたのがポイントです。
（ ・・ ・ ）図19図9

療養病棟入院基本料の見直し
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中心静脈栄養の適切な管理の推進
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